
野洲川沿川の７市（近江八幡市、草津市、守山市、栗東市、甲賀市、野洲市、湖
南市）の全市長が出席のもと、水防法に基づく『野洲川地域安全協議会』を設立し、
第１回協議会を開催しました。
取組方針では、ソフト対策のみならずハード対策もより推進して取り組むべき等

の意見が出されました。また、出水期を向かえるにあたり、ホットラインのあり方
についてもより積極的な意見が出されました。

○日 時：平成３０年５月１０日（木）１６：００～１７：５０
○開催場所：野洲市総合防災センター（滋賀県野洲市辻町488）
○出席者 ：近江八幡市長、草津市長、守山市長、栗東市長、甲賀市長、野洲市長、湖南市長、

気象庁彦根地方気象台長、滋賀県知事（代理：滋賀県流域政策局長、滋賀県防災
危機管理監）、滋賀県土木交通部技監（南部土木事務所長事務取扱）、
滋賀県甲賀土木事務所長、国土交通省琵琶湖河川事務所長

野洲川沿川の全７市長が出席し
『野洲川地域安全協議会』を設立

～第１回『野洲川地域安全協議会』を開催～

Ｈ30.5.10

琵琶湖河川事務所

大規模水害が起こりうること、また、琵琶湖水位の影響を受け浸水が長期に及ぶことを念頭に、「自ら行動し、
地域の防災力を高め」、「社会経済被害を最小化」するための取り組みを実施し、水害に強い地域を目指します。

【問合せ先】 国土交通省近畿地方整備局琵琶湖河川事務所 調査課
〒520-2279 大津市黒津4-5-1 ☎077-546-0844（代表）

各委員から多数の意見・要望があり、活発な意見交換となりました。

「野洲川地域安全協議会」設立

来年2019年は、
野洲川放水路
通水４０年！

・全市長が出席し、『野洲川地域安全協議会』を設立するこ
とができた。

・取組方針（案）については、今後もブラッシュアップして
いく。

・ソフト対策だけでなく、ハード対策もより推進して取り組
むべき。

・全体的に水防災意識の高い地域だが、さらなる意識向上に
取り組んでいく。

・水位計があるだけで対応がスムーズになるので、県管理区
間も含め早期に対応すべき。

・ホットラインはトップ同士で確実に繋がるよう確認。

【議題】
１．取組方針（案）の内容確認
２．平成２９年度の取組内容の報告
３．平成３０年度の取組内容（案）の予定
４．ホットラインの確認

【連絡事項】
１．「洪水警報の危険度分布」の活用について
２．洪水情報のプッシュ型配信
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